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政
府
の
地
方
財
政
審
議
会
の
下

に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
地
方
法
人

課
税
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
検
討

会
」
「
自
動
車
関
係
税
制
の
あ
り

方
に
関
す
る
検
討
会
」
が
１１
月
６

日
、
そ
れ
ぞ
れ
報
告
書
を
ま
と
め

公
表
し
た
。
▼
２
・
３
面
に
概
要

法
人
課
税
検
討
会
は
、
地
方
法

人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置

法
第
１
条
、
平
成
２１
年
税
制
改
正

法
附
則
第
１
０
４
条
、
税
制
抜
本

改
革
法
及
び
税
制
抜
本
改
革
法
案

提
出
に
伴
う
閣
議
決
定
（
２４
年
３

月
３０
日
）
を
踏
ま
え
設
置
さ
れ
て

い
る
。
地
方
法
人
特
別
税
の
抜
本

的
見
直
し
に
向
け
検
討
す
る
と
と

も
に
、
地
域
間
の
税
源
偏
在
の
是

正
に
向
け
、
課
税
の
あ
り
方
等
に

つ
い
て
幅
広
く
検
討
し
て
き
た
。

一
方
、
自
動
車
税
制
検
討
会
は
、

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等

を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を

行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
法
律
を
踏
ま
え
、

２５
年
度
与
党
税
制
改
正
大
綱
で
示

さ
れ
た
自
動
車
関
係
税
制
の
見
直

し
を
図
る
た
め
、
２５
年
５
月
の
設

置
か
ら
１０
回
に
わ
た
り
専
門
的
な

見
地
で
検
討
を
重
ね
て
き
た
。

法
人
課
税
検
討
会
で
は
自
治
体

間
の
偏
在
是
正
を
打
ち
出
し
、
自

動
車
税
制
検
討
会
で
は
代
替
税
源

の
確
保
策
を
提
案
し
た
。

産
業
経
済
委
員
会
（
委
員
長
�

森
岡
聰
子
・
笠
岡
市
議
会
議
長
）

は
１１
月
７
日
、
東
京
・
全
国
都
市

会
館
で
第
１
４
８
回
委
員
会
を
開

催
し
た
。

当
日
は
経
済
産
業
施
策
に
関
す

る
要
望
を
決
定
し
た
。
要
望
は
▽

農
業
振
興
対
策
▽
林
業
振
興
対
策

▽
水
産
業
振
興
対
策
▽
農
林
水
産

業
共
通
対
策
▽
食
の
安
全
及
び
消

費
者
の
信
頼
確
保
対
策
▽
Ｔ
Ｐ
Ｐ

等
貿
易
交
渉
に
つ
い
て
▽
中
小
企

業
振
興
対
策
等
▽
資
源
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
対
策
―
の
８
項
目
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
、
１１
月
６
日

に
開
催
さ
れ
た
本
会
の
第
９５
回
評

議
員
会
で
決
定
さ
れ
、
各
委
員
会

へ
付
託
さ
れ
た
「
東
日
本
大
震
災

か
ら
の
早
期
復
旧
・
復
興
及
び
原

子
力
発
電
所
災
害
に
関
す
る
要

望
」
を
協
議
し
、
原
案
の
と
お
り

決
定
し
た
。

会
議
終
了
後
、
決
定
し
た
要
望

事
項
実
現
に
向
け
、
森
岡
・
委
員

長
、
阿
部
欽
一
郎
・
副
委
員
長（
石

巻
市
）
、
北
詰
勝
之
・
副
委
員
長

（
西
脇
市
）
は
実
行
運
動
班
を
編

成
。
�
川
貴
盛
・
農
林
水
産
副
大

臣
、
磯
�
仁
彦
・
経
済
産
業
大
臣

政
務
官
、
立
岡
恒
良
・
経
済
産
業

事
務
次
官
に
相
次
い
で
面
談
し
協

力
を
要
請
し
た
。
各
委
員
も
会
議

終
了
後
に
は
地
元
選
出
の
国
会
議

員
を
中
心
に
要
請
し
た
。

当
日
は
農
林
水
産
省
大
臣
官
房

の
山
口
英
彰
・
予
算
課
長
か
ら

「
平
成
２６
年
度
農
林
水
産
予
算
の

概
算
要
求
に
つ
い
て
」
、
資
源
エ

ネ
ル
ギ
ー
庁
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
部
の
�
科
淳
・
政
策

課
長
か
ら
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
施
策
の
重
点
」

と
題
す
る
説
明
を
聴
取
し
た
。

全
国
公
営
交
通
事
業
都
市
議
長

会
（
会
長
�
須
見
矩
明
・
徳
島
市

議
会
議
議
長
）
は
１１
月
８
日
に
東

京
・
都
市
セ
ン
タ
ー
ホ
テ
ル
で
第

８１
回
総
会
（
臨
時
総
会
）
を
開
催

し
た
。

当
日
は
同
議
長
会
の
今
後
の
あ

り
方
な
ど
を
協
議
。
同
議
長
会
で

は
公
営
交
通
事
業
の
民
間
委
託
な

ど
で
、
議
長
会
加
盟
市
数
が
減
少
。

脱
退
に
伴
い
各
市
か
ら
の
負
担
金

も
減
少
し
、
会
務
の
運
営
に
困
難

を
き
た
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、

総
会
で
は
年
度
末
で
あ
る
２６
年
３

月
末
日
を
も
っ
て
解
散
す
る
こ
と

を
決
定
。
今
後
、
公
営
交
通
事
業

に
関
連
す
る
要
望
事
項
は
本
会
の

地
方
財
政
委
員
会
、
建
設
運
輸
委

員
会
な
ど
へ
対
応
を
要
請
す
る
。

同
議
長
会
決
算
は
３
月
末
日
に
会

長
監
査
を
行
い
、
結
果
を
各
加
盟

市
へ
送
付
。
残
額
が
生
じ
た
場
合

は
本
会
へ
返
還
す
る
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1887号１１月２５日平成25年
（2013年）

地
方
法
人
課
税
と

自
動
車
関
係
税
制

検検
討討
会会
でで
報報
告告
書書

要
望
と
り
ま
と
め
運
動
産経委

２５
年
度
限
り
で
解
散
へ
公営交通
議 長 会

あ
い
さ
つ
す
る
森
岡
聰
子
・
委
員
長

【上】�川貴盛・農林水産副大臣に対し要望
【下】磯�仁彦・経済産業大臣政務官に対し要望

あいさつする須見矩明・会長

（１） 平成２５年１１月２５日 第１８８７号
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政
府
の
地
方
財
政
審
議
会
（
会

長
�
神
野
直
彦
・
東
京
大
学
名
誉

教
授
）
の
下
に
設
置
さ
れ
た
「
地

方
法
人
課
税
の
あ
り
方
等
に
関
す

る
検
討
会
」
「
自
動
車
関
係
税
制

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
が

１１
月
６
日
、
そ
れ
ぞ
れ
報
告
書
を

公
表
し
た
。

▼
１
面
に
経
緯

法
人
課
税
検
討
会
の
報
告
書
で

は
、
現
状
を
認
識
し
課
題
を
炙
り

出
し
た
う
え
で
▽
税
源
の
偏
在
性

▽
是
正
方
策
と
課
税
の
あ
り
方
▽

抜
本
的
な
見
直
し
▽
検
討
課
題
―

を
列
記
し
た
。
自
動
車
税
制
検
討

会
の
報
告
書
で
は
、
検
討
の
前
提

状
況
を
確
認
し
た
の
ち
▽
基
本
的

な
方
向
性
▽
課
税
に
対
す
る
提
案

▽
経
過
措
置
―
な
ど
を
掲
げ
た
。

税
制
抜
本
改
革
法
に
基
づ
き
来

年
か
ら
消
費
税
と
地
方
消
費
税
の

税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
偏
在
性

の
小
さ
い
地
方
消
費
税
が
充
実
す

る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
実
質

的
に
交
付
団
体
で
は
、
社
会
保
障

・
税
一
体
改
革
に
伴
う
社
会
保
障

関
係
費
の
支
出
増
を
上
回
る
地
方

消
費
税
の
増
収
が
、
臨
時
財
政
対

策
債
等
の
減
少
で
相
殺
さ
れ
る
と

報
告
書
は
指
摘
す
る
。
不
交
付
団

体
で
は
、
そ
の
ま
ま
財
源
超
過
額

の
増
と
な
り
、
基
準
財
政
需
要
額

に
対
す
る
財
源
超
過
額
等
の
割
合

な
ど
で
示
さ
れ
る
財
政
力
指
数

が
、
交
付
団
体
と
不
交
付
団
体
と

の
間
で
拡
大
す
る
の
で
は
な
い
か

と
報
告
書
で
は
懸
念
し
て
い
る
。

検
討
会
で
は
指
摘
や
懸
念
す
る

意
見
を
踏
ま
え
、
地
方
法
人
特
別

税
・
譲
与
税
制
度
を
白
紙
に
戻
し

て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か

し
同
制
度
が
な
い
場
合
、
地
方
消

費
税
の
引
き
上
げ
で
人
口
１
人
あ

た
り
税
収
は
格
差
が
縮
小
し
て
も

不
交
付
団
体
の
財
源
超
過
額
が
拡

大
す
る
た
め
、
同
制
度
を
単
に
廃

止
し
法
人
事
業
税
に
復
元
で
き
る

状
況
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

地方法人課税のあり方等に関する検討会報告書（概要）

平成２５年１１月

税制抜本改革法第７条第５号の規定を踏まえて、地方法人特別税
・譲与税制度及び地方法人課税のあり方等の見直しを行うための考
え方をまとめるべく、総務大臣からの要請に基づき、平成２４年９月
に地方財政審議会に検討会（座長：神野直彦東京大学名誉教授）を
設置し、計１６回開催して議論を重ねた結果、報告書を取りまとめた。

［地方法人課税のあり方等に関する基本的な認識について］
○ 地方自治の原則は「税」であること、受益と負担の関係等から、
偏在性が小さく税収が安定した地方税体系の構築が原則。その上
でなお存在する地方団体間の財源の不均衡の調整は、地方交付税
制度で対応することが原則。
○ 地方法人特別税・譲与税制度は、将来的な消費税１％相当額と
の税源交換等を念頭に置きつつ、税源偏在・財政力格差を早急に
是正するために 「偏在性の小さい地方税体系を構築するまでの間」
の暫定措置として創設された異例の措置。
○ 地方法人課税は、受益に応じた負担を法人の事業活動に求める
ためにも引き続き重要な役割を担うべき。
○ 地方法人所得課税は、税収の偏在性が大きく年度間の税収の変
動が大きいこと等から、
・法人住民税法人税割→都道府県分及び市町村分の交付税原資化
・法人事業税所得割→外形標準課税の拡充 （付加価値割の充実等）
を目指すべき。

［地方法人課税のあり方等に関する見直しの方策について］
○ 地方消費税率の引上げにより、不交付団体の財源超過額は拡大
し、不交付団体と交付団体間の財政力格差が拡大することから、
偏在是正のための措置が必要。
○ 地方消費税の充実又は消費税に係る地方交付税法定率分の地方
消費税化と、法人住民税法人税割の地方交付税原資化による税源
交換を基本的な目標とすべき。
○ 今回の税制抜本改革においては既に地方消費税の税率引上げが
決定していることを踏まえ、税制抜本改革法第７条第５号ロの規
定に基づき、法人住民税法人税割の一部の交付税原資化を図るこ
とを検討すべき。
○ 地方法人特別税・譲与税制度については、異例の暫定措置であ
ることから、廃止の上、法人事業税に復元することを基本に検討
すべき。法人住民税法人税割の交付税原資化の規模が一定の範囲
内にとどまる場合には、暫定措置として、現在と同様の偏在是正
制度を補完的に措置せざるを得ない場合もあるのではないか。

検
討
会
は
偏
在
性
の
小
さ
い
安

定
し
た
地
方
税
体
系
構
築
に
向
け

「
地
方
消
費
税
の
充
実
」
か
「
消

費
税
に
係
る
地
方
交
付
税
法
定
率

分
の
地
方
消
費
税
化
」、
あ
わ
せ
て

「
法
人
住
民
税
法
人
税
割
の
地
方

交
付
税
原
資
化
」
を
基
本
と
す
る

こ
と
と
し
た
。
し
か
し
実
行
へ
移

す
に
は
、
地
方
税
と
地
方
交
付
税

原
資
の
関
係
だ
け
で
な
く
納
税
者

で
あ
る
国
民
や
法
人
と
の
関
わ
り

が
生
じ
る
。
税
制
改
正
を
実
施
す

る
場
合
、
社
会
保
障
財
源
と
し
て

考
慮
さ
れ
て
い
る
▽
消
費
税
と
地

方
消
費
税
の
あ
り
方
▽
法
人
実
効

税
率
の
あ
り
方
―
な
ど
に
つ
い
て

国
民
負
担
に
配
慮
し
つ
つ
、
関
連

す
る
国
と
地
方
を
通
じ
た
税
制
議

論
と
一
体
と
な
っ
た
幅
広
い
議
論

が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

検
討
会
で
は
、
税
制
抜
本
改
革

法
第
７
条
第
５
項
ロ
の
規
定
に
基

づ
き
関
係
者
の
理
解
を
得
ら
れ
る

範
囲
内
で
、
地
方
消
費
税
の
税
率

引
き
上
げ
と
あ
わ
せ
都
道
府
県
と

市
町
村
の
法
人
住
民
税
法
人
税
割

の
一
部
に
つ
い
て
交
付
税
原
資
化

を
図
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
同
法

同
条
同
項
イ
の
規
定
を
踏
ま
え
、

地
方
法
人
特
別
税
・
譲
与
税
制
度

の
抜
本
的
な
見
直
し
も
進
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

地方法人課税と自動車関係税制で

検検討討会会がが報報告告書書
地方税収適正化の方策を探る

地
方
法
人
課
税
の
報
告
書

法
人
住
民
税
の
法
人
税
割

第１８８７号 平成２５年１１月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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環
境
性
能
に
応
じ
た
自
動
車
税

と
軽
自
動
車
税
へ
の
課
税
に
つ
い

て
、
報
告
書
で
は
▽
案
Ａ
�
自
動

車
登
録
期
間
全
体
▽
案
Ｂ
�
取
得

か
ら
最
初
の
継
続
検
査
ま
で
の
３

年
度
間
▽
案
Ｃ
�
購
入
時
に
初
年

度
特
例
課
税
を
実
施
ま
た
は
環
境

性
能
割
を
導
入
―
の
３
案
を
示
し

た
。
案
Ａ
は
現
在
の
自
動
車
税
と

親
和
性
が
高
い
一
方
、
長
期
間
に

わ
た
る
課
税
期
間
と
な
る
た
め
環

境
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
薄
ま
き
に

な
る
と
指
摘
。
諸
外
国
の
例
を
挙

げ
つ
つ
エ
コ
カ
ー
を
普
及
さ
せ
る

に
は
案
Ｃ
が
望
ま
し
い
と
位
置
付

け
る
。
案
Ｃ
で
課
税
す
る
場
合
に

は
英
国
の
よ
う
に
初
年
度
特
例
課

税
と
す
る
方
法
の
ほ
か
、
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割
と
し
て
仕
組
む

方
法
も
考
え
ら
れ
る
が
、
課
税
団

体
の
シ
ス
テ
ム
を
考
慮
し
た
場
合

に
は
環
境
性
能
割
と
し
た
ほ
う
が

負
担
は
小
さ
い
と
し
て
い
る
。

環
境
性
能
を
示
す
指
標
を
課
税

の
仕
組
み
に
取
り
入
れ
る
方
法
と

し
て
、
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
や
燃
費
な

ど
数
値
そ
の
も
の
を
導
入
す
る
方

法
、
排
気
量
や
取
得
価
額
に
補
正

を
組
み
合
わ
せ
る
方
法
の
２
つ
を

例
示
。
２
つ
の
方
法
を
用
い
案
１

か
ら
案
３
を
提
示
し
た
。
環
境
損

傷
負
担
金
的
性
格
を
重
視
し
て
仕

組
む
場
合
に
は
案
１
が
相
応
し
い

が
、
同
じ
燃
費
で
あ
れ
ば
低
価
格

車
の
負
担
は
重
く
な
り
、
高
級
車

に
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な

い
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。

【
税
制
抜
本
改
革
法
第
７
条
第
５
項

ロ
】
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
よ
る
地

方
消
費
税
の
充
実
と
併
せ
て
、
地
方
法

人
課
税
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
に
よ

り
税
源
の
偏
在
性
を
是
正
す
る
方
策
を

講
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
に
は
、
国

と
地
方
の
税
制
全
体
を
通
じ
て
幅
広
く

検
討
す
る
。
【
同
法
同
条
同
項
イ
】
地

方
法
人
特
別
税
及
び
地
方
法
人
特
別
譲

与
税
に
つ
い
て
、
税
制
の
抜
本
的
な
改

革
に
お
い
て
偏
在
性
の
小
さ
い
地
方
税

体
系
の
構
築
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の

措
置
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
税
制
の

抜
本
的
な
改
革
に
併
せ
て
抜
本
的
に
見

直
し
を
行
う
。

税
制
抜
本
改
革
法
第
７
条
第
１

号
カ
で
、
関
連
税
制
の
見
直
し
か

ら
代
替
財
源
を
検
討
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
動
車

税
の
環
境
性
能
に
応
じ
た
課
税
の

ほ
か
地
方
税
で
あ
る
車
体
課
税
の

見
直
し
に
も
言
及
。
報
告
書
で
は
、

税
収
を
確
保
す
る
方
策
に
つ
い
て

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

た
。
車
体
課
税
は
、
営
自
格
差
や

軽
自
動
車
税
の
適
正
化
な
ど
の
課

題
を
抱
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
不

均
衡
を
是
正
す
る
こ
と
で
相
当
程

度
の
代
替
財
源
を
確
保
で
き
る
と

指
摘
し
て
い
る
。

営
自
格
差
と
は
、
営
業
用
車
と

自
家
用
車
と
の
間
で
負
担
す
る
自

動
車
税
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
現

状
を
指
し
て
い
る
。
民
間
路
線
バ

ス
等
の
公
共
交
通
機
関
が
果
た
し

て
い
る
役
割
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
も
の
の
、
「
財
産
税
と
し
て

の
性
格
」
「
環
境
損
傷
負
担
金
的

性
格
」
も
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る

と
説
い
て
い
る
。
約
３
倍
も
開
き

が
あ
る
自
動
車
税
を
是
正
し
、
代

替
財
源
を
確
保
す
べ
き
と
し
た
。

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
も
価
格
面

や
車
両
重
量
な
ど
で
小
型
車
と
大

き
な
差
異
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
見
直
し
を
提
言
し
た
。

【
税
制
抜
本
改
革
法
第
７
条
第
１
号

カ
】
自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
重
量

税
に
つ
い
て
は
、
国
及
び
地
方
を
通
じ

た
関
連
税
制
の
在
り
方
の
見
直
し
を
行

い
、
安
定
的
な
財
源
を
確
保
し
た
上

で
、
地
方
財
政
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
簡

素
化
、
負
担
の
軽
減
及
び
グ
リ
ー
ン
化

（
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
た

め
の
施
策
を
い
う
。
）
の
観
点
か
ら
、

見
直
し
を
行
う
。

自動車関係税制のあり方に関する検討会報告書について（概要）
○ 自動車関係税制の見直しに関し専門的な検討を行うため、総務
大臣からの要請に基づき設置された地方財政審議会の検討会（座
長：神野直彦東京大学名誉教授）が、平成２５年１１月６日に報告書
を取りまとめ。
○ 報告書は、政府・与党における検討に資するよう、税収を確保
しつつ、環境性能等に応じた課税・負担軽減の重点化を図る複数
の選択肢を提示し、それらに対する評価を提示。

【環境性能等に応じた課税の制度設計に関する提案】
○ 課税のタイミングについて案Ａ～案Ｃの３例、課税の方法につ
いて案１～案３の３例の選択肢を提示。
�課税のタイミング
案Ａ：自動車登録期間全体
案Ｂ：取得から最初の継続検査までの３年度間
案Ｃ：購入時に初年度特例課税（First Year Rate）を実施 又

は環境性能割を導入

�課税の方法
案１：現在の排気量割に加えて、燃費性能を課税標準として課

税
案２：現在の排気量に応じた税額を、燃費に応じ補正して課税
案３：燃費値及び取得価額（一定額の基礎的な控除を導入）を

ベースとして課税

【その他車体課税における課題（代替税源の確保等）への対
応に関する提案】
○ 自動車税における営自格差（現状３倍程度）の適正化
○ グッド減税・バッド増税の考え方に立った自動車税・軽自動車
税重課の強化等
○ 軽自動車税の負担水準の適正化等

【円滑な制度移行のための経過措置等に関する提案】
○ ８％段階では、税率引下げではなく、一定の燃費基準を満たし
ている自動車に対して基礎控除を導入等

平成２５年１１月

自
動
車
税
制
の
報
告
書

車
体
課
税
の
そ
の
他
課
題

（３） 平成２５年１１月２５日 第１８８７号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

社
会
環
境
の
変
化
を
見
据
え
た
病
院
建
設

と
運
営

�
全
室
全
個
室
の
病
院
が
意
味
す
る
も
の
�

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議

会
協
議
会
（
会
長
�
田
中
修
一
・

町
田
市
議
会
議
長
）
が
１１
月
１
日

に
主
催
し
た
第
９
回
地
域
医
療
政

策
セ
ミ
ナ
ー
の
講
演
要
旨
を
４
・

５
面
で
紹
介
す
る
。

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会

支
部
長
崎
県
済
生
会
・
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
な
で
し
こ
荘
副
施
設

長
・
岐
阜
市
民
病
院
院
長
顧
問

荒
木
信
生
氏

長
崎
県
済
生
会
は
新
病
院
を
建

設
し
全
室
個
室
を
実
現
す
る
と
と

も
に
、
療
養
型
の
老
人
病
院
か
ら

急
性
期
型
の
救
急
病
院
へ
と
転
換

し
、
経
営
改
善
や
医
療
提
供
体
制

の
向
上
を
図
っ
た
。
済
生
会
病
院

の
性
質
か
ら
、
な
か
な
か
全
室
個

室
に
対
す
る
理
解
が
得
ら
れ
ず
、

新
病
院
建
設
に
は
多
く
の
困
難
が

伴
っ
た
が
、
新
病
院
を
建
設
し
て

か
ら
患
者
数
も
増
え
収
益
も
大
幅

に
上
が
り
、
市
民
か
ら
頼
ら
れ
る

病
院
へ
と
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。

済
生
会
病
院
は
全
て
の
取
り
扱

い
患
者
の
う
ち
、
無
料
ま
た
は
診

療
費
の
１０
％
以
上
減
免
措
置
を
受

け
る
患
者
が
１０
％
以
上
で
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
室
個
室
化

で
営
利
を
追
求
す
る
病
院
に
な
ら

な
い
か
と
懸
念
す
る
声
が
多
く
聞

か
れ
た
そ
う
だ
が
、
個
室
利
用
で

あ
っ
て
も
低
所
得
者
へ
の
減
免
措

置
を
継
続
し
、
済
生
会
病
院
の
使

命
を
果
た
し
て
い
る
。

新
病
院
の
建
設
計
画
に
は
▽
場

所
性
と
環
境
▽
技
術
力
・
人
材
確

保
▽
社
会
環
境
の
変
化
▽
地
域
貢

献
／
文
化
度
―
の
４
つ
の
視
点
か

ら
取
り
組
ん
だ
。
全
て
の
視
点
に

共
通
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
全
個

室
病
院
」
を
据
え
て
お
り
、
「
場

所
性
と
環
境
」
で
は
都
会
で
の
富

裕
層
向
け
と
異
な
り
地
方
だ
か
ら

こ
そ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
実
現

で
き
る
「
全
個
室
病
院
」
を
目
指

し
た
。
「
社
会
環
境
の
変
化
」
に

は
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
の
時
代
に
相

応
し
く
、
患
者
が
求
め
る
医
療
を

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
提
供
す
る

た
め
の
「
全
個
室
病
院
」
と
し
た
。

個
室
化
の
意
義
は
ベ
ッ
ド
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
し
易
い
、
感
染
防
止

に
有
利
、
患
者
急
変
時
に
対
応
が

し
易
い
な
ど
。
公
的
病
院
で
は
全

国
初
で
「
個
室
�
高
額
」
で
な
く

超
急
性
期
病
院
と
し
て
の
「
全
個

室
病
院
」
を
完
成
さ
せ
る
た
め
、

建
築
計
画
上
で
も
各
種
の
工
夫
を

凝
ら
し
た
。
患
者
の
状
態
を
把
握

し
易
く
適
切
な
看
護
を
提
供
す
る

た
め
、
３
つ
の
ゾ
ー
ン
を
形
成
し

特
に
看
護
が
必
要
な
患
者
を
重
症

ゾ
ー
ン
で
重
点
看
護
す
る
よ
う
に

し
た
。
病
棟
を
三
角
形
の
平
面
形

に
し
て
動
線
の
短
縮
も
図
っ
た
ほ

か
、
開
口
部
を
小
さ
く
し
日
射
負

荷
の
軽
減
を
図
る
な
ど
患
者
へ
の

配
慮
も
凝
ら
し
た
。
建
設
用
地
は

狭
く
変
形
の
敷
地
だ
が
、
敷
地
に

応
じ
た
平
面
形
状
の
採
用
な
ど
を

通
じ
解
決
を
図
っ
た
。
家
族
が
使

え
る
ソ
フ
ァ
ベ
ッ
ド
や
シ
ャ
ワ
ー

な
ど
を
病
室
に
設
置
し
、
利
便
性

の
向
上
も
図
っ
て
い
る
。
旧
病
院

時
代
の
平
成
１８
年
に
は
２
０
５
億

円
だ
っ
た
医
療
収
益
が
、
新
病
院

に
な
っ
て
か
ら
の
２３
年
に
は
５
０

６
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

第１８８７号 平成２５年１１月２５日 （４）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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高
知
大
学
医
学
部

家
庭
医
療
学
講
座
教
授

阿
波
谷
敏
英
氏

医
師
数
は
過
去
か
ら
増
え
続
け

て
い
る
も
の
の
、
地
域
で
は
医
師

不
足
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
全
体
と

し
て
の
医
師
数
は
増
え
て
い
る
も

の
の
全
国
的
に
県
庁
市
周
辺
へ
集

中
し
や
す
い
傾
向
に
あ
り
、
医
師

の
高
齢
化
も
進
捗
し
て
い
る
。
従

来
で
あ
れ
ば
大
学
を
中
心
と
し
た

医
師
の
循
環
機
能
が
発
揮
さ
れ
て

い
た
が
、
臨
床
研
修
制
度
の
導
入

に
よ
り
大
学
を
中
心
と
し
た
医
師

循
環
シ
ス
テ
ム
は
瓦
解
し
た
。
阿

波
谷
氏
は
地
域
医
療
の
現
状
を

「
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
型
」
「
ア
ン
パ

ン
マ
ン
型
」
に
分
類
し
解
説
し
た
。

「
地
域
医
療
の
崩
壊
」
と
い
う

が
、
そ
も
そ
も
本
当
に
地
域
の
こ

と
を
考
え
る
医
療
者
を
養
成
し
て

き
た
の
か
と
阿
波
谷
氏
は
問
題
を

提
起
し
た
。
若
い
医
師
の
地
方
離

れ
が
進
み
、
医
局
に
よ
る
医
師
派

遣
シ
ス
テ
ム
は
瓦
解
し
た
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
「
元
に
戻
せ
」
と

い
う
議
論
は
疑
問
だ
と
同
氏
は
言

う
。
従
来
の
医
局
に
よ
る
医
師
派

遣
シ
ス
テ
ム
は
「
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン

型
」
の
地
域
医
療
だ
と
同
氏
は
指

摘
す
る
。
遠
い
星
か
ら
１
人
で
や

っ
て
き
て
一
定
期
間
の
任
務
を
終

え
た
の
ち
、
医
局
と
い
う
名
の
遠

い
星
へ
と
帰
っ
て
い
く
行
動
様
式

で
は
、
地
域
の
こ
と
を
考
え
る
医

療
者
が
育
た
な
い
と
同
氏
は
説

く
。
地
域
医
療
で
本
当
に
必
要
な

医
師
は
圧
倒
的
な
技
術
を
持
っ
た

ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
で
は
な
く
、
地
域

住
民
と
等
身
大
な
存
在
の
ア
ン
パ

ン
マ
ン
で
は
な
い
か
と
提
起
す

る
。
基
本
的
に
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
は

増
え
た
た
め
し
が
な
く
、
登
場
す

る
機
会
も
怪
獣
が
現
れ
た
と
き
だ

け
。
「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
型
」
の
地

域
医
療
な
ら
常
に
身
近
な
存
在
と

し
て
住
民
を
支
え
、
し
か
も
正
義

の
味
方
（
�
医
療
者
）
が
増
え
て

い
く
。
地
域
医
療
の
崩
壊
が
叫
ば

れ
る
現
状
は
、
地
域
の
中
核
病
院

に
医
師
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に

由
来
す
る
。
次
世
代
の
た
め
を
思

う
な
ら
「
教
育
」
を
重
視
し
、
地

域
の
こ
と
を
考
え
る
医
療
者
を
養

成
す
べ
き
だ
と
語
っ
た
。

阿
波
谷
氏
が
在
籍
す
る
高
知
大

学
で
は
地
域
医
療
教
育
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
用
意
し
て
い
る
。
地
域

の
医
療
機
関
へ
学
生
を
実
習
に
出

し
現
場
で
学
ば
せ
て
い
る
ほ
か
、

高
知
市
が
保
有
す
る
「
土
佐
山
へ

き
地
診
療
所
」
の
指
定
管
理
者
と

な
り
、
地
域
医
療
の
実
地
訓
練
を

積
ま
せ
て
い
る
。
高
知
大
学
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
「
家
庭
医
道
場
」
で
は
県
内
周
辺

部
の
自
治
体
と
連
携
。「
地
域
に
赴

き
、
地
域
の
人
々
と
接
し
、
地
域

を
知
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
、
家

庭
医
と
し
て
必
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
技
術
、
診
療
技
術
、
医

学
知
識
を
学
ば
せ
て
い
る
。
学
生

に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は

「
『
医
師
が
た
だ
居
て
く
れ
る
だ

け
で
安
心
す
る
』
と
い
う
言
葉
に

驚
い
た
」
「
診
療
だ
け
が
医
師
、

看
護
師
の
仕
事
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
っ
た
」
「
マ
ス
コ
ミ
報
道
で

の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た

が
、
地
域
医
療
の
良
い
と
こ
ろ
が

た
く
さ
ん
経
験
で
き
た
」
と
好
評

で
学
生
の
中
か
ら
将
来
、
地
域
医

療
の
担
い
手
に
名
乗
り
を
上
げ
る

人
物
が
生
ま
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

地
域
医
療
と
自
治
体
病
院

（５） 平成２５年１１月２５日 第１８８７号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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▼
議
長

▽
壱
岐

町
田
正
一
（
８
・
８
）

▽
草
津

中
島
一
�
（
１０
・
２
）

▽
総
社

剣
持
堅
吾
（
１０
・
２
）

▽
大
仙

橋
村

誠
（
１０
・
４
）

▽
柏
原

奥
山

渉
（
１０
・
４
）

▽
大
洲

向
井
敏
憲
（
１０
・
４
）

▽
名
張

石
井

政
（
１０
・
７
）

▽
本
巣

若
原
敏
郎
（
１０
・
７
）

▽
羽
咋

新
田
義
昭
（
１０
・
８
）

▽
摂
津

村
上
英
明
（
１０
・
８
）

▽
阪
南

見
本
栄
次
（
１０
・
８
）

▽
箕
面

内
海
辰
郷
（
１０
・
９
）

▽
美
濃
加
茂

森

厚
夫
（
１０
・
１８
）

▽
長
岡
京

冨
岡
浩
史
（
１０
・
２２
）

▽
三
田

美
藤
和
広
（
１０
・
２３
）

▽
川
西

吉
田

進
（
１０
・
２４
）

▽
草
加

新
井
貞
夫
（
１０
・
２５
）

▽
韮
崎

清
水

一
（
１０
・
２５
）

▽
倉
吉

由
田

隆
（
１０
・
２５
）

▽
佐
賀

黒
田
利
人
（
１０
・
３０
）

▽
加
賀

�
辻
伸
行
（
１１
・
１
）

▽
東
近
江

河
並
義
一
（
１１
・
１
）

▼
副
議
長

▽
壱
岐

鵜
瀬
和
博
（
８
・
８
）

▽
草
津

藤
井
三
恵
子
（
１０
・
２
）

▽
総
社

村
木
理
英
（
１０
・
２
）

▽
裾
野

二
見
榮
一
（
１０
・
３
）

▽
大
仙

冨
岡
喜
芳
（
１０
・
４
）

▽
柏
原

岸
野
友
美
子
（
１０
・
４
）

▽
大
洲

安
川
哲
生
（
１０
・
４
）

▽
名
張

豊
岡
千
代
子
（
１０
・
７
）

▽
本
巣

安
藤
重
夫
（
１０
・
７
）

▽
羽
咋

櫻
井
英
一
（
１０
・
８
）

▽
摂
津

野
原

修
（
１０
・
８
）

▽
阪
南

上
甲

誠
（
１０
・
８
）

▽
箕
面

中
井
博
幸
（
１０
・
１５
）

▽
美
濃
加
茂

渡
�
益
己（
１０
・
１８
）

▽
長
岡
京

福
島
和
人
（
１０
・
２２
）

▽
三
田

福
田
秀
章
（
１０
・
２３
）

▽
川
西

北
上
哲
仁
（
１０
・
２４
）

▽
山
陽
小
野
田三

浦
英
統
（
１０
・
２４
）

▽
草
加

切
敷
光
雄
（
１０
・
２５
）

▽
韮
崎

西
野
賢
一
（
１０
・
２５
）

▽
倉
吉

大
田

進
（
１０
・
２５
）

▽
佐
賀

平
原
嘉
�
（
１０
・
３０
）

▽
加
賀

中
谷
喜
英
（
１１
・
１
）

▽
東
近
江

周
防
清
二
（
１１
・
１
）

本本
会会
のの
主主
要要
会会
議議
日日
程程
にに
つつ
いい
てて

現
時
点
で
の
平
成
２６
年
８
月
ま

で
に
か
け
た
本
会
主
要
会
議
開
催

予
定
を
掲
載
す
る
。
下
掲
の
予
定

表
で
は
、
各
委
員
会
や
各
協
議
会

の
開
催
予
定
を
除
い
て
い
る
。
こ

の
予
定
表
は
、
あ
く
ま
で
も
現
時

点
で
の
も
の
な
の
で
、
日
時
の
固

ま
っ
て
い
な
い
会
議
、
会
場
の
確

定
し
て
い
な
い
会
議
が
あ
る
点
に

も
留
意
さ
れ
た
い
。
個
々
の
関
係

者
に
は
別
途
、
必
要
に
応
じ
開
催

案
内
を
送
付
す
る
ほ
か
、
日
時
や

会
場
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
も

案
内
を
送
付
す
る
。
第
６１
回
事
務

局
職
員
研
修
会
や
第
９
回
研
究
フ

ォ
ー
ラ
ム
in
岡
山
な
ど
の
募
集
要

項
に
つ
い
て
も
、
来
る
べ
き
時
期

に
本
会
か
ら
案
内
す
る
。

議議
会会
人人
事事
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